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手
当
に
よ
り
、
年
齢
や
所
得

に
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

▽
特
別
障
害
者
手
当

　●

対
象
…
重
度
の
障
が
い
の
た

　
め
、
日
常
生
活
に
常
時
特
別

　
な
介
護
が
必
要
な
20
歳
以
上

　
の
方

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

　
級
、
愛
の
手
帳
１
・
２
度
程

　
度
で
、
そ
れ
ら
が
重
複
し
て

　
い
る
方
か
、
こ
れ
ら
と
同
等

　
の
疾
病
や
精
神
障
が
い
の
あ

　
る
方
（
手
帳
を
取
得
し
て
い

　
な
く
て
も
可
）

※
施
設
入
所
者
と
、
病
院
な
ど

　
に
３
か
月
を
超
え
て
入
院
し

　
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。
所

　
得
限
度
超
過
者
は
支
給
停
止

　
に
な
り
ま
す
。

　●

支
給
額
…
月
額
２
万
６
２
６

　
０
円

▽
障
害
児
福
祉
手
当

　●

対
象
…
重
度
の
障
が
い
の
た

　
め
、
日
常
生
活
に
常
時
介
護

　
が
必
要
な
20
歳
未
満
の
方

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

　
の
一
部
、
愛
の
手
帳
１
・
２

　
度
程
度
の
方
か
、
こ
れ
ら
と

　
同
等
の
疾
病
や
精
神
障
が
い

　
の
方
（
手
帳
を
取
得
し
て
い

　
な
く
て
も
可
）

※
施
設
入
所
者
と
、
障
が
い
を

　
理
由
と
す
る
公
的
年
金
受
給

　
者
は
除
き
ま
す
。
所
得
限
度

　
超
過
者
は
支
給
停
止
に
な
り

　
ま
す
。

　●

支
給
額
…
月
額
１
万
４
２
８

　
０
円

▽
重
度
心
身
障
害
者
手
当

　●

対
象
…
次
の
い
ず
れ
か
の
障

　
が
い
が
あ
る
方

①
重
度
の
知
的
障
が
い
で
、
著

　
し
い
精
神
症
状
な
ど
の
た

　
め
、
常
時
複
雑
な
介
護
を
必

　
要
と
す
る
方

②
重
度
の
知
的
障
が
い
と
重
度

　
の
身
体
障
が
い
が
重
複
し
て

　
い
る
方

③
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
で
、

　
両
上
肢
、
両
下
肢
と
も
機
能

　
が
失
わ
れ
、
座
っ
て
い
る
こ

　
と
が
困
難
な
方

※
65
歳
以
上
の
新
規
申
請
者
と

　
所
得
限
度
超
過
者
、
施
設
入

　
所
者
、
病
院
な
ど
に
３
か
月

　
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方

　
を
除
き
ま
す
。

　●

支
給
額
…
月
額
６
万
円

▽
心
身
障
害
者
福
祉
手
当

　●

対
象
…
次
の
い
ず
れ
か
の
障

　
が
い
が
あ
る
方

①
20
歳
以
上
で
、
身
体
障
害
者

　
手
帳
２
級
以
上
か
愛
の
手
帳

　
３
度
以
上
の
方
と
、
脳
性
ま

　
ひ
か
進
行
性
筋
萎
縮
症
の
方

②
20
歳
以
上
で
、
身
体
障
害
者

　
手
帳
３
・
４
級
か
愛
の
手
帳

　
４
度
の
方

③
20
歳
未
満
で
、
身
体
障
害
者

　
手
帳
４
級
以
上
か
愛
の
手
帳

　
４
度
以
上
の
方
と
、
脳
性
ま

　
ひ
か
進
行
性
筋
萎
縮
症
の
方

※
65
歳
以
上
の
新
規
手
帳
取
得

　
（
更
新
）
者
、
所
得
限
度
額

　
超
過
者
、
施
設
入
所
者
を
除

　
き
ま
す
。

　●

支
給
額

①
…
月
額
１
万
５
５
０
０
円

②
・
③
…
月
額
７
０
０
０
円

▽
心
身
障
害
者
（
児
）
交
通
費

　
等
助
成

　●

対
象
…
身
体
障
害
者
手
帳
３

　
級
以
上
か
愛
の
手
帳
３
度
以

　
上
の
方

※
施
設
入
所
者
を
除
き
ま
す
。

　●

支
給
額
…
月
額
２
４
０
０
円

▽
申
請
・
問
合
せ
　
障
が
い
者

　
支
援
課
障
が
い
者
相
談
係

　
市
で
は
、
平
成
23
年
12
月
に

策
定
し
た
あ
き
る
野
市
小
中
一

貫
教
育
実
施
指
針
に
基
づ
い

て
、
あ
き
る
野
市
小
中
一
貫
教

育
推
進
基
本
計
画
を
策
定
し
ま

す
。

　
こ
の
計
画
（
案
）
に
つ
い

て
、
多
く
の
意
見
を
計
画
に
反

映
さ
せ
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
意

見
を
募
集
し
ま
す
。

▽
計
画
（
案
）
の
概
要
　
あ
き

　
る
野
市
教
育
基
本
計
画
の
施

　
策
展
開
の
五
つ
の
視
点
の
一

　
つ
で
あ
る
「
『
生
き
る
力
』

　
を
は
ぐ
く
む
教
育
の
推
進
」

　
を
受
け
て
、
小
・
中
学
校
９

　
年
間
を
見
通
し
た
一
貫
教
育

　
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
基

　
本
的
な
計
画
と
し
て
定
め
る

　
も
の
で
す
。
市
立
学
校
の
子

　
ど
も
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、

　
市
が
推
進
す
る
小
中
一
貫
教

　
育
の
基
本
的
な
考
え
方
を
明

　
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
各

　
中
学
校
区
の
小
・
中
学
校
が

　
地
域
の
実
態
に
即
し
て
小
中

　
一
貫
教
育
を
推
進
し
て
い
く

　
具
体
的
な
取
組
を
定
め
て
い

　
ま
す
。
　

▽
計
画
（
案
）
の
閲
覧
場
所
　

　
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役

　
所
４
階
）
、
指
導
室
、
五
日

　
市
出
張
所
、
中
央
公
民
館
、

　
市
内
各
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

　
し
て
い
ま
す
。

▽
意
見
の
提
出
方
法
　
３
月
14

　
日

（木）
ま
で
に
、
Ａ
４
用
紙
な

　
ど
に
、
意
見
と
住
所
、
氏

　
名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、

　
送
付
し
て
く
だ
さ
い
（
直
接

　
提
出
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー

　
ル
で
も
受
け
付
け
ま
す
）
。

※
電
話
や
窓
口
で
の
口
頭
に
よ

　
る
意
見
の
受
付
は
行
い
ま
せ

　
ん
。

▽
そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見

　
は
、
個
人
を
特
定
で
き
な
い

　
よ
う
に
編
集
し
、
概
要
な
ど

　
を
公
表
し
ま
す
。
個
別
に
回

　
答
は
し
ま
せ
ん
。

▽
提
出
・
問
合
せ
　
指
導
室

　
（
〒
１
９
７
―
０
８
１
４
　

　
二
宮
３
５
０
、
直
通
５
５
８

　
・
２
４
３
１
、
　
５
５
８
・

　
１
５
６
０
、
　k

o
h

o
0
1
@

　c
ity

.a
k

iru
n

o
.to

k
y
o
.

　jp

）

　
市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の

教
訓
や
平
成
24
年
４
月
に
示
さ

れ
た
「
首
都
直
下
地
震
等
に
よ

る
東
京
の
被
害
想
定
」
を
踏
ま

え
、
市
の
地
域
防
災
計
画
の
見

直
し
を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、

多
く
の
意
見
を
計
画
に
反
映
さ

せ
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

▽
計
画
（
案
）
の
閲
覧
場
所
　

　
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役

　
所
４
階
）
、
地
域
防
災
課
、

　
五
日
市
出
張
所
、
中
央
公
民

　
館
、
市
内
各
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

　
し
て
い
ま
す
。

▽
意
見
の
提
出
方
法
　
３
月
15

　
日

（金）
ま
で
に
、
Ａ
４
用
紙
な

　
ど
に
、
意
見
と
住
所
、
氏

　
名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、

　
送
付
し
て
く
だ
さ
い
（
直
接

　
提
出
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー

　
ル
で
も
受
け
付
け
ま
す
）
。

※
電
話
や
窓
口
で
の
口
頭
に
よ

　
る
意
見
の
受
付
は
行
い
ま
せ

　
ん
。

▽
そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見

　
は
、
個
人
を
特
定
で
き
な
い

　
よ
う
に
編
集
し
、
概
要
な
ど

　
を
公
表
し
ま
す
。
個
別
に
回

　
答
は
し
ま
せ
ん
。

▽
提
出
・
問
合
せ
　
地
域
防
災

　
課
防
災
安
全
係
（
〒
１
９
７

　
―
０
８
１
４
　
二
宮
３
５
０
、

　
　
５
５
８
・
１
１
１
５
、
　

　k
o

h
o

0
1

@
c
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k
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　n
o
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k

y
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）

▽
口
座
振
替
と
は
　
金
融
機
関

　
が
あ
な
た
に
代
わ
っ
て
、
指

　
定
し
た
預
貯
金
口
座
か
ら
、

　
自
動
的
に
引
き
落
と
し
て
納

　
付
す
る
便
利
な
制
度
で
す
。

▽
口
座
振
替
が
で
き
る
金
融
機

　
関
、
公
金
の
種
目
　
表
の
と

　
お
り

▽
申
込
み
手
続
き
　
金
融
機
関

　
の
窓
口
か
市
役
所
の
窓
口
に

　
預
貯
金
通
帳
と
届
出
印
を
お

　
持
ち
に
な
り
、
口
座
振
替
依

　
頼
書
に
記
入
、
押
印
の
上
申

　
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　●

市
役
所
の
申
込
み
窓
口

＊
本
庁
舎
…
徴
税
課
、
保
険
年

　
金
課
、
高
齢
者
支
援
課
、
児

　
童
課
、
施
設
営
繕
課
、
生
活

　
環
境
課
、
会
計
課

＊
五
日
市
出
張
所

＊
秋
川
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

※
口
座
振
替
で
き
る
種
目
な
ど

　
の
窓
口
で
も
申
し
込
み
が
で

　
き
ま
す
。

※
希
望
す
る
納
期
の
１
か
月
半

　
程
度
前
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・

　
郵
便
局
は
２
か
月
半
程
度

　
前
）
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く

　
だ
さ
い
。

※
市
外
の
金
融
機
関
で
申
し
込

　
む
場
合
は
、
口
座
振
替
依
頼

　
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
連

　
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
後
は
、
取
消
届
を

　
出
さ
な
い
限
り
登
録
が
継
続

　
さ
れ
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
徴
税
課
管
理
係

▽
納
め
ら
れ
る
市
税
な
ど
　
市

　
民
税
・
都
民
税
（
普
通
徴

　
収
）
、
固
定
資
産
税
・
都
市

　
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、
国

　
民
健
康
保
険
税
、
学
童
ク
ラ

　
ブ
育
成
料
、
学
校
給
食
納
付

　
金

※
金
額
が
30
万
円
を
超
え
る
も

　
の
は
、
納
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
納
付
書
は
納
期
ご
と
１
枚
ず

　
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
納
め

　
る
際
に
は
、
納
期
の
順
番
を

　
間
違
え
な
い
よ
う
、
お
確
か

　
め
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
徴
税
課
管
理
係

　
水
道
局
多
摩
お
客
さ
ま
セ
ン

タ
ー
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
受
付
時
間
　
午
前
８
時
30
分

　
〜
午
後
８
時
（
日
曜
日
、
祝

　
日
を
除
く
）

※
漏
水
事
故
な
ど
緊
急
の
ご
用

　
件
に
つ
い
て
は
、
24
時
間
３

　
６
５
日
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ

　●

引
越
し
や
契
約
の
変
更
…
☎

　
０
５
７
０
・
０
９
１
・
１
０

　
０
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　●

料
金
、
漏
水
修
繕
、
そ
の
他

　
…
☎
０
５
７
０
・
０
９
１
・

　
１
０
１
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
Ｐ
Ｈ
Ｓ
な
ど
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　
を
利
用
で
き
な
い
場
合
…
☎

　
５
４
８
・
５
１
１
０

りそな銀行　※2

西武信用金庫

青梅信用金庫

多摩信用金庫

秋川農業協同

組合

ゆうちょ銀行

・郵便局

みずほ銀行

三菱東京

ＵＦＪ銀行

三井住友銀行

埼玉りそな

銀行

東京都民銀行

大東京信用

組合

中央労働金庫

東京都信用
農業協同組合
連合会および
その会員の
農業協同組合

○

市
民
税
・
都
民
税

（
特
別
徴
収
、
法

人
市
民
税
は
除
く
）

固
定
資
産
税
・

 
都
市
計
画
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康

 
 

保
険
税

 
 
 
 

※
1

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料

 
 
 
 

※
1

種目

金融
機関

介
護
保
険
料

（
年
金
天
引
き

 
 

分
は
除
く
）

保
育
料

学
童
ク
ラ
ブ

 
 

育
成
料

学
校
給
食

 
 

納
付
金

市
営
住
宅

 
 

使
用
料

一
般
廃
棄
物

処
理
手
数
料

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※１　年金天引きの方で口座振替を希望される場合は、金融機関か市役所に申し込み、控えをお持ちに
　　なり保険年金課で手続きしてください。
※２　市役所内の市指定金融機関派出所でも受け付けます。
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表　口座振替ができる金融機関、公金の種目

障
が
い
の

　
　
あ
る
方
へ

各
種
手
当
の

　
　
　
ご
案
内

市
税
な
ど
の
納
付
は

口
座
振
替
を

　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い

〜
市
役
所
で
も

　
申
し
込
み
が
で
き
る

　
よ
う
に
な
り
ま
し
た
〜

コ
ン
ビ
ニ
で
も

　
　
　
　
納
め
ら
れ
ま
す

水
道
使
用
の

開
始
・
中
止
な
ど
、

各
種
お
問
い
合
わ
せ

FAX

FAX


